
  

医政看発0316第２号 

平成 30年 ３月 16日 

 

 

 各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

 

 

                      厚生労働省医政局看護課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

気管カニューレの事故抜去等の緊急時における気管カニューレの再挿入 

について 

 

 

標記について、平成30年２月28日付けで公益社団法人日本小児科学会会長、公益

社団法人日本小児保健協会会長、公益社団法人日本小児科医会会長、一般社団法人

日本小児期外科系関連学会協議会会長、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会理事長及

び日本重症心身障害学会理事長から別添１をもってあった照会に対し、別添２のと

おり回答したので、貴職におかれてはこれを御了知の上、貴管内の保健所設置市（

特別区を含む。）、医療機関、関係団体等に対し周知及び適切な指導をお願いいたし

ます。 

 







（別記 2 関係団体） 

 

公益社団法人 日本医師会 

 

公益社団法人 日本歯科医師会 

 

公益社団法人 日本看護協会 

 

公益社団法人 日本助産師会 

 

公益社団法人 日本精神科病院協会 

 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 

 

公益社団法人 全日本病院協会 

 

公益社団法人 全国老人保健施設協会 

 

一般社団法人 日本病院会 

 

一般社団法人 日本医療法人協会 

 

一般社団法人 日本精神科看護協会 

 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 

 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 

 

公益財団法人 日本訪問看護財団 

 

文部科学省高等教育局医学教育課 

 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 


